
資料１（参考） 

平成２９年１月２０日 

子ども・若者部保育認定・調整課 

 

家庭的保育事業等の認可等について（報告） 

 

 家庭的保育事業等の認可等について、以下のとおり報告する。 

 

１ 家庭的保育事業等の認可予定について 

（１）基本的な考え方 

 家庭的保育事業等の認可等について（平成２６年１２月１２日雇児発１２１２第６号）

のとおり、子ども・子育て支援事業計画に照らし、当該地域で保育需要が充足されてい

ないことを前提に、家庭的保育事業等の認可に係る申請があった場合には、新規設置は、

地域型保育事業整備・運営事業者審査委員会における審査、認可外保育施設から認可事

業への移行は、認可外保育施設新制度移行希望事業者適格性審査委員会における審査の

結果を踏まえ、認可する。  

 

（２）平成２９年４月１日事業開始予定の家庭的保育事業等 

事業区分 事業者及び事業所名称（仮称） 事業概要（所在地、定員） 

小規模保育事業Ａ型 社会福祉法人聖愛学舎 

もみの木Ｍｏｍ太子堂 

太子堂一丁目１４番２０号 

１２人 

小規模保育事業Ａ型 特定非営利活動法人なかよし子育て

ねっと 

なかよしほいくえん 

若林五丁目７番１１号 

１８人 

小規模保育事業Ａ型 双葉教育株式会社 

ふたばクラブ三軒茶屋保育園 

上馬一丁目１５番５号 

定員１９人 

小規模保育事業Ｂ型 株式会社パットコーポレーション 

キラキラキッズナーサリー下北沢園 

北沢二丁目３７番１８号 

定員１９人 

  資料１（参考）-１～４ 「家庭的保育事業等認可申請概要」のとおり 

 

（３）今後の予定 

   ２月下旬以降 認可申請書類審査終了後、認可決定 

   確認申請書類審査終了後、確認決定 

   ４月１日 事業開始 

 

 

２ 家庭的保育事業等の廃止の承認予定について 

（１）平成２９年４月１日付け廃止（３月３１日事業終了）予定の家庭的保育事業等 

事業区分 事業者及び事業所名称 事業概要（所在地、定員） 

小規模保育事業Ｃ型 社会福祉法人聖愛学舎 

もみの木Ｍｏｍ太子堂 

太子堂一丁目１４番２０号 

１２人 



（２）廃止後の取扱い 

当該事業所は、小規模保育事業Ｃ型から小規模保育事業Ａ型に移行する。在籍児童（現

在の０～１歳児）への保育の提供及び職員への処遇は移行後も継続される。 

小規模保育事業のＡ型、Ｂ型及びＣ型では、遵守すべき基準が異なる。当区においては、

事業の型までを事業の種類として審査・認可していることから、事業の型が変わる際は、

認可事項等の変更ではなく、廃止及び認可として通常の新規認可と同様の審査を行う。 

 

 

３ 家庭的保育事業等の申請事項等の変更届出の受理について 

児童福祉法施行規則第３６条の３６第３項又は第４項の規定により家庭的保育事業等

の認可を受けた事項に係る変更の届け出があり、審査した結果、適正な変更内容と認めら

れるため、これを受理した。 

届出を要する 

変更事項 

変更（適用）年月日 事業区分 

及び事業所名称 

変更内容 

法人格を有するこ

とを証する書類 

平成２８年１０月１日 小規模保育事業Ａ型 

高木保育園 

事業者所在地の変更 

経営の責任者又は

福祉の実務に当た

る幹部職員 

平成２８年８月１日 

 

小規模保育事業Ｃ型 

もみの木Ｍｏｍ太子堂 

事業者代表者の変更 

  ※平成２８年１０月２２日から平成２９年１月１９日までの間に受理した変更届出について記載している。 
 
 
４ 小規模保育事業における検査済証のない建築物の活用について  
 東京都が保育所を認可する場合等にあたっては、保育を実施する建築物に関して、安全

を確保する観点から、建築基準法に基づく確認済証及び検査済証が交付されていることが

必要とされている。また、区は、子ども・子育て支援新制度で新たに開始した小規模保育

事業を行う建築物についても同様の取扱いとしてきた。 
 今般、平成２８年１２月９日開催の保育待機児緊急対策本部会議において、小規模保育

事業を促進する観点から、小規模保育事業における検査済証のない建築物の活用を認める

ことが政策決定されたことを受けて、世田谷区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に

関する条例の運用上の取扱いについて定めた以下の要綱等を改正し、平成２９年４月１日

事業開始予定の小規模保育事業から適用を開始する。 
（１）世田谷区家庭的保育事業等の認可等事務取扱要綱 
（２）世田谷区家庭的保育事業等の認可等に関する審査基準 
資料１（参考）-５ 「小規模保育事業における検査済証のない建築物の活用及び 

          認可保育園等の取扱変更に伴う対応について」のとおり 

 
 
５ 本件担当 
子ども・若者部 保育認定・調整課 事業者認可・指導担当 

  電話０３－５４３２－２３３３ ファクシミリ０３－５４３２－３０１８ 


